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＜会費振込先＞ 

口座番号：00950-6-130292 

＜加入者名＞ 

「あまーち後援会」 

＜お問い合わせ＞ 

あまーち 橋本 

☎ 06-6438-6002 

 

募金にご協力お願いします 

どのような障害のある人もいきいきと活動できる医療的ケアを

保障した通所施設の資金づくりに今後ともご協力お願いしま

す。 

物品の提供にご協力下さい 

ご家庭で眠っている物品（衣服・台所用品・寝具等）のご提

供をお願いします。（新しいもの限定でお願いします） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あまーち後援会は社会福祉法人あまーちの運営・事業を支えるために活動しています。 

会員になって私たちの活動を支えてください。 

・年１回後援会総会を開催します。会員は総会に参加できます。・各種イベントに参加できます。 

・会報誌「うぉっちんぐ」を年４回お届けします。 

・会費は後援会の運営費として活用させていただきます。 

後援会活動 

・チャリテイコンサート・バザー・物品販売・広報委員会・その他活動 

＊個人会員 年額 １口  ２，０００円 ＊賛助団体 年額 １口 １０，０００円 
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後援会だより 

社会福祉法人・ＮＰＯ法人の会計・税務・監査

多田公認会計士事務所

ＴＥＬ：0798-67-8762
西宮市大畑町２－２９　サーティ北口１０３

阪急西宮北口駅徒歩８分

□情勢     2P 

□０円ショップ  3P 

□水堂祭り ４P 

□各イベント ５P 

□後援会ページ ６P 

 
 

編集人 社会福祉法人あまーち 

あまーち後援会 

〒661-0026 

尼崎市水堂町 3-13-3 

ＴＥＬ ： 06-6438-6002 

ＦＡＸ ： 06-6438-6008 

ＨＰ  ： http://www.ama-chi.jp/ 
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あまーちと友だち登録しよう！！ 

HP LINE 

Instagram 

あまーち後援会 中村雅宥会長 ご逝去 

あまーち後援会長中村雅宥様が、５月１３日にご逝去されました。 

心よりご冥福をお祈りしたいと思います。 

２０１３年から２０２４年の亡くなられるその日まで、障害のある仲間たちのことをまず考え寄り添い、

その家族を思いやり、職員を労ってくださる、とても優しくて温かくて大きな存在でした。 

私たちは、会長の思いを引き継いで後援会を発展させていきたいと思っています。 

皆様、これからもどうぞご協力の程よろしくお願い致します。 

あまーち後援会事務局 中川 

 
第 26 回あまーち後援会総会報告 

6 月 8 日、あまーち後援会の第 26 回総会を開催しました。総会の冒頭、5 月 13 日にご

逝去された中村会長に黙祷を捧げ、そのあと総会次第に従って議案の審議をおこないまし

た。審議の結果、2024 年度の会長職は空席とし、副会長 2名が職務を代行することを確

認しました。その他のすべての議案は可決・承認されました。総会の終了後、同じ会場で、

昨年 11 月の「あまーち 20 周年記念式典」のダイジェスト版を放映しました。中村会長が

お元気な声で挨拶されているシーンを見て、しみじみと喪失感に駆られました。一方、なか

またちが式典に緊張しつつも、大盛り上がりしている様子を振り返ることもできました。２

つのシーンを通して、なかまたちを支える後援会活動をこれからも充実させていかなけれ

ば！という決意を新たにしました。 

あまーち後援会事務局 小笠原 

後援会へのご協力

ありがとうござい

ます。 

（敬称略） 

 

☆寄付を頂いた方  

 宮名利 育 

http://www.ama-chi.jp/
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最高裁大法廷「全面勝訴」 

優生保護法は憲法違反！ 

 
              

２０２４年７月３日、旧優生保護法のもとで、障害などを理由に不妊手術などを強

制された人たちが国を訴えた裁判の判決で最高裁判所大法廷では、旧優生保護法は、

憲法違反だとする初めての判断を示しました。 

そのうえで「国は長期間にわたり、障害のある人などを差別し重大な犠牲を求める

施策を実施してきた責任は極めて重大だ」と指摘し、国に賠償を命じる判決が確定し

ました。 

 

不法行為から２０年で賠償請求権が消える「除斥期間」については人権侵害の重大

性に照らし「適用するのは著しく正義・公平の理念に反する」と判断し、国の主張は

権利の濫用で許されないと判断しました。 

１９４８年国会は全会一致で優生保護法を制定し、障害のある人を中心に、統計上

明らかになっているだけでも約２万５千人に不妊手術を強いました。「戦後最大の人権

侵害」と言われています。 

判決が出された後、7月 17日岸田首相は、原告・弁護団や支援者に「旧優生保護法

が憲法違反で同法を執行してきた立場として、政府の責任は極めて甚大なものがあり、

政府の代表として謝罪を申し上げます」などと謝罪の弁がありました。 

しかし、全国でおこされた裁判の原告３９人のうち６人が亡くなるなど被害にあわ

れた方々が高齢となる中、今後の課題①優生保護法被害者本人と家族の補償について

新法を制定すること②原告・弁護団と国との間で定期協議等盛り込んだ基本合意文書

を作成すること③優生思想をなくし、再発防止を図るための法整備に早急に着手する

こと等の解決が急務です。 

そのためにも、これからますます多くの方々と繋がって、これらの課題が全面解決

していくまで運動の輪を広げていきたいと思います。 

 

 私たちは、どんな人も差別しない差別されない、そんな社会を目指して歩み続け

ていきたいと思います。 

中川朱美 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
今年のプールはデカい！！広々としています。身体も

しっかり伸ばせ、縁にもたれかかってくつろげます。

今年もとにかく暑いので水が気持ちいいです。 販売件数 338件  

注文数 1433個 売上 1,744,370円 

 

上記写真は気管切開バンド、お手玉等 

ご高齢の方、障害がある方、必要に

応じた小物、衣類等オーダーメイド

でお作りします。 

 

お問合せ   

鈴木０８０－５３１１－５８０６ 

 

6 月 8日(土)に 3種カレー食べ比べを開催しました。初めてのイベントでしたが 17名ものお客様が来てくださり

大変好評でした。3種のカレーの中でも特にシーフードカレーが好評で、是非皆様も CAFE de あまーちとあまの茶

屋にお越しください。 

あまーち夏の定番「本気で水合戦！」を行いまし

た。暑さも吹き飛ばす爽快なイベントでした(^^♪ 

本年度もたくさんのご注文を誠にありがとうございまし

売・きょうされんカレンダー販売も行いますので、よろし


